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平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

第

三

千

八

百

二

号

増

刊

①

　
　
　
　

議
　
　
　
会

○
福
岡
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
議
会
事
務
局
議
事
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
人
事
委
員
会

○
福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

　

改
正
す
る
規
則�
（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
建
築
指
導
課
）
…
…
…
…
…
一

　

福
岡
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

福
岡
県
議
会
議
長　
　

中　

尾　

正　

幸　
　

　
　
　

福
岡
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
九
月
十
七
日
議
決
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制

目
　
　
　
次

議
　
　
　
会

再
　
　
　
掲

議
員
提
案
政
策

条
例
検
討
会
議

議
員
提
案
に
係
る
政
策
条
例
に

関
す
る
調
査
、
条
例
案
の
検
討

及
び
調
整

五
名
以
上
の
所
属
議

員
を
有
す
る
会
派
か

ら
選
出
さ
れ
た
議
員

座
長

人
事
委
員
会

定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
人
事

委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
十
九
の
備
考
第
七
項
第
二
号
中
「大

学
評
価
・
学
位
授
与
機
構

（
」
を
「独

立
行
政
法
人
大

学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構

（旧
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機　

　

旧
大
学
評
価
・
学

位
授
与
機
構
及
び

」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「大

学
評
価
・
学
位
授
与
機
構

」
を
「独

立
行
政
法
人
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
岡
県
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の

基
準
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
十
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
五
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
福
岡
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
十
八
条
の
二
の
見
出
し
中
「
特
殊
建
築
物
」
を
「
特
定
建
築
物
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
建

築
物
」
を
「
特
定
建
築
物
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
も
の
で
」
を
「
建
築
物
（
令
第
十
六
条
第
一

項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
通
常
の
火
災
時
に
お
い
て
避
難
上
著

構
、
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し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
少
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除

く
。
）
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
も
の
で
」
を
「
建
築
物
（
令
第
十
六
条
第
一
項

第
三
号
に
掲
げ
る
建
築
物
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
通
常
の
火
災
時
に
お
い
て
避
難
上
著
し
い
支
障
が
生

ず
る
お
そ
れ
の
少
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
で
」
に

改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
も
の
で
」
を
「
建
築
物
（
令
第
十
六
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
建
築
物
（

同
項
の
規
定
に
よ
り
通
常
の
火
災
時
に
お
い
て
避
難
上
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
少
な
い
も
の

と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
で
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
も

の
で
」
を
「
建
築
物
（
令
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
建
築
物
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
通
常
の

火
災
時
に
お
い
て
避
難
上
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
少
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定

め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
で
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
を
削
る
。

　

第
十
八
条
の
三
の
見
出
し
中
「
建
築
設
備
等
」
を
「
特
定
建
築
設
備
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

「
昇
降
機
そ
の
他
の
建
築
設
備
」
を
「
特
定
建
築
設
備
等
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第

二
号
中
「
前
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
第
六
号
」
を
「
令
第
十
六
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、

「
建
築
物
」
の
下
に
「
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
通
常
の
火
災
時
に
お
い
て
避
難
上
著
し
い
支
障
が
生
ず

る
お
そ
れ
の
少
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
建
築
物
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
一
号

と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
前
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
第
六
号
」
を
「
令
第
十
六
条
第
一
項
各

号
」
に
改
め
、
「
建
築
物
」
の
下
に
「
又
は
前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
建

築
物
」
を
加
え
、
「
場
合
」
を
「
も
の
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

　

三　

前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
建
築
物
に
設
け
た
防
火
設
備

　

第
十
八
条
の
三
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
昇
降
機
及
び

前
項
各
号
に
掲
げ
る
」
を
「
令
第
十
六
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
特
定
建
築
設
備
等
及
び
令
第
百
三�

十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
当
該
昇
降
機
」
を
「
当
該
特
定
建
築
設
備
等
」
に

、
「
を
設
置
し
た
」
を
「
に
係
る
法
第
七
条
第
五
項
又
は
法
第
七
条
の
二
第
五
項
（
い
ず
れ
も
法
第
八�

十
七
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
査
済
証
の
交
付
を
受
け
た
」
に

、
「
次
号
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
建
築

設
備
」
を
「
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
特
定
建
築
設
備
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号

と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二　

令
第
十
六
条
第
三
項
第
二
号
及
び
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
特
定
建
築
設
備
等　

毎
年
、
九
月
三�

十
日
ま
で

　

第
十
八
条
の
三
中
第
三
項
を
第
二
項
と
す
る
。

　
　
　

附
　
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
特
定
建
築
物
の
定
期
報
告
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条　

平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
に
現
に
存
す
る
建
築
物
（
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
福
岡
県
建

築
基
準
法
施
行
細
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
次
の
各
号
に
掲
げ

る
も
の
（
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。

）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
常
の
火
災
時
に
お
い
て
避
難
上
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ

れ
の
少
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
建
築
基
準
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の

始
期
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
年
と
す
る
。

一　

令
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
（
病
院
の
用
途
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
第
五
号
（
百
貨

店
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
展
示
場
又
は
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に

掲
げ
る
建
築
物　

平
成
二
十
八
年

二　

令
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
（
診
療
所
（
患
者
の
収
容
施
設
が
あ
る
も

の
に
限
る
。
）
の
用
途
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
建
築
物　

平
成
二
十
九
年

三　

令
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
（
病
院
又
は
診
療
所
（
患
者
の
収
容
施
設
が
あ
る
も
の
に
限
る
。

）
の
用
途
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
第
四
号
及
び
第
五
号
（
百
貨
店
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
展
示

場
又
は
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
建
築
物　

平
成
三�

十
年

（
特
定
建
築
設
備
等
の
定
期
報
告
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
機
械
換
気
設
備
、
中
央
管
理
方
式
の
空
気
調
和
設
備
、

令
第
百
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
た
排
煙
設
備
（
令
第
百
二
十
六
条
の
三
第
一
項

第
八
号
の
規
定
に
よ
り
排
煙
機
を
設
け
た
も
の
に
限
る
。
）
及
び
令
第
百
二
十
六
条
の
四
の
規
定
に

よ
り
設
け
た
非
常
用
の
照
明
装
置
で
前
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
建
築
物
に
設
け
た
も
の
は
、
こ

の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
同
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
建
築
物
に
係
る
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
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げ
る
も
の
以
外
の
も
の　

次
に
掲
げ
る
時
期

イ　

初
回
の
報
告　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

ロ　

二
回
目
以
降
の
報
告　

新
施
行
細
則
第
十
八
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
時
期

よ
る
報
告
の
始
期
と
さ
れ
て
い
る
年
の
前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る

改
正
後
の
福
岡
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
以
下
「
新
施
行
細
則
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
三
第

一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
特
定
建
築
設
備
等
に
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

２　

建
築
基
準
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
十
号
）

附
則
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

知
事
が
定
め
る
平
成
三
十
一
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
報
告
の
時
期
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
期
と
す
る
。

一　

小
荷
物
専
用
昇
降
機
（
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
に
現
に
存
す
る
も
の
又
は
平
成
二
十
八
年
六

月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
法
第
七
条
第
五
項
又
は
法
第
七
条
の
二

第
五
項
（
い
ず
れ
も
法
第
八
十
七
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

検
査
済
証
の
交
付
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
次
に
掲
げ
る
時
期

イ　

初
回
の
報
告　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

ロ　

二
回
目
以
降
の
報
告　

新
施
行
細
則
第
十
八
条
の
三
第
二
項
第
一
号
ロ
に
定
め
る
時
期

二　

防
火
設
備
（
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
に
現
に
存
す
る
も
の
又
は
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
か

ら
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
法
第
七
条
第
五
項
又
は
法
第
七
条
の
二
第
五
項
（

い
ず
れ
も
法
第
八
十
七
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
査
済
証

の
交
付
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
で
新
施
行
細
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
建
築
物
に
設
け
た
も
の　

次
に
掲
げ
る
時
期

イ　

初
回
の
報
告　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
同
日
以
後
最
初
の
当
該
特
定
建
築
物
に
係
る
法

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
期
限
と
さ
れ
て
い
る
日
ま
で

ロ　

二
回
目
以
降
の
報
告　

新
施
行
細
則
第
十
八
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
時
期

三　

防
火
設
備
で
令
第
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
通
常
の
火
災

時
に
お
い
て
避
難
上
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
少
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定

め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
設
け
た
も
の　

次
に
掲
げ
る
時
期

イ　

初
回
の
報
告　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
同
日
以
後
最
初
の
当
該
特
定
建
築
物
に
係
る
法

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
期
限
と
さ
れ
て
い
る
日
ま
で

ロ　

二
回
目
以
降
の
報
告　

新
施
行
細
則
第
十
八
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
時
期

四　

令
第
十
六
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
特
定
建
築
設
備
等
に
該
当
す
る
防
火
設
備
で
前
号
に
掲


